[BEEEN]
OB OIS B OTHND A v &=V

FZH OEH (vt FE05) EEH)
OLDON-Z A== MO -3¢ ¢
Q%1% H
OMHETHEE VS O, BELHH 2O TME (BHE, REE. fEL, ZHER2Y) 20
ThE, —BITRICE 5T, AER#ICHHEICED 2 BE L ST T, HHACHREHRERR
PR TBU T, AAGTHELER>TT 774 7107 T,

K¥Ey Fffi (B0 205
DU H RS 55
@ 1 EIH - 458
OFFEE PR LIk, FEEEFRILLVELVEELE20 L EEA. L L, #HiE-
THEOEI UL, HERBEORES IR LN 21 Th <, MAEOSEEIRZTE S
Fo KEN, ZOESDPFI RTINS LEH>TVET,

EHA O OBME (kLB LALEY)
O EIRE R
@21 - 1LH)
OREFFHOERE, ZOEORENETLDH Y £9, B L ILICTHERR LD C B8 L %L
LT 9. SOZLOMWML VR, U T MO EEEE B L. AFE2FHODH ) ik —ik
RGBTV EE L E ),

FFE #(Lowe sl
ORISR %
@% 2% - VH
OIFEFHSEER S DI L 0L ) EA L S AOTEERIE ISR 3 2 B0 M ERR I A5
TWwFET, AEICH L CTEROTWE ERERENY B2 LR T, AEZ EonTe
LT, I EnllEE 2559 —#ICE20TwEEL L),



ML A (FAL:Y UALR)

OHEMIF R S 8%

@%F 2 3V ~ VI

GEFFREEL, 8, SN T, RHEGER L, HEOTREZMHET2ERTTIAS, 20 [HE
Bl AL EHOEELZIELHFET L EPLETHY) ., 20Dk, HGIEH - e 5D
ALIEIRT 5 2 EDHFETY,

WA H (AL 22pL)
DB R 5
@43
OMEFRRLEL, REE L BRE HEA (L ZOREN) OMLFEEOEL SMIZTOAI L -
TZOELAHHEL AL -TEET. NFFRELZERBE, SO LB ICERLTEET
HEINIZLTTFE W,

Sl BEE (os%E %h)

[OIS] yNearcaitierd

@45

@FH BHIECHEBTSMFIEOE ALY HFEEHOH ) b RECEDY F L7z, HFHHK
HIZBWTRRLEI) &35 [HE] L MIPICOVTERZLZDESFEFELTT SV, £/, 20
I ORI T> TE LW E BvwE T,

WA g (o4& vTEL)
(OB KA R A Bl 2 e R %
@55 1 ~IIH
OIFFRAFOEE T, F 9IRS - WEANOVHIR - 7R FH Z 5200 5 & 1
HEEOS IO T3, 2206, SFSERAMICEL. BEmMIcERZ LT, HFEFE
BHEDILDS) LIRAZEHD I ENTEDLTLL ),

FEL X (s5%F HA0D)

ORISR

@%5 5 TV~ VI

®H7% 2HFHOBES - W Tla e (. EIIENRIED S 500 ? 20 &) RiEmwmaErn b
DEFZRERP? LVIBMESIIOTEL £ 9o MERFEOBELFHAFNT, ETFTOWEH
AT ZENTEDLD, ESDLDEHEITERVIEEL DT DB TT,



Ve JEE (3-72 Lwd o)
OF S e SN dr e
@556 5
@WHEE L, FHRLEOREIIEAY HAMT S bIC Ao TLEVEY, Tb, FFIdM@EIcEk
WEBML DS, — S FROBARPESLIET 22 L2000 FL LD,

I W (Cabs HE2)
ORER R IZ
@87
OEDOAILE - BHPIE OO IMFFRRLES LD LD RHELRT TR D200 5%, 20
ETHRESITROONZDNEEZTHLVEEVET,

o



	第2 版はしがき
	初版はしがき
	目　　　次
	凡　　例
	【事　　例】
	第 1 章　序　　説
	Ⅰ　刑事訴訟法とは何か
	（ 1 ）刑事手続の概要
	（ 2 ）刑事手続の基本原理と構造
	（ 3 ）刑訴法の法源
	（ 4 ）刑訴法の適用範囲
	Ⅱ　刑事訴訟の担い手
	（ 1 ）裁判所・裁判官・裁判員・裁判所職員
	（ 2 ）検察庁・検察官・検察事務官
	（ 3 ）被疑者・被告人
	（ 4 ）弁護人
	（ 5 ）犯罪被害者
	第 2 章　捜　　査
	Ⅰ　捜査概説
	（ 1 ）捜査とは？
	（ 2 ）捜査の構造（捜査の捉え方・あり方をめぐる議論）
	（ 3 ）捜査に関する諸原則
	（ 4 ）刑事手続の「IT 化」に向けた2025年改正
	（ 5 ）強制処分と任意処分
	Ⅱ　捜査の端緒
	（ 1 ）はじめに
	（ 2 ）告訴・告発・請求・自首
	（ 3 ）職務質問
	（ 4 ）自動車検問
	Ⅲ　被疑者の身体拘束
	（ 2 ）被疑者の逮捕
	（ 3 ）被疑者の勾留
	（ 4 ）逮捕・勾留をめぐる諸問題
	Ⅳ　被疑者等の取調べ
	（ 1 ）任意の取調べとその限界
	（ 2 ）身体拘束中の取調べ
	（ 3 ）取調べの適正化
	（ 4 ）参考人等の取調べと証人尋問
	Ⅴ　捜索・押収・検証・鑑定等の嘱託
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）令状による捜索・差押えの要件
	（ 3 ）捜索・差押えの範囲
	（ 4 ）令状執行手続
	（ 5 ）令状によらない捜索・差押え（無令状の捜索・差押え）
	（ 6 ）検証・身体検査
	（ 7 ）鑑定等の嘱託
	（ 8 ）体液等の採取
	（ 9 ）科学技術を用いた証拠収集方法
	（10）領　　置
	（11）別罪証拠の差押え
	（12）別件捜索・差押え
	（13）被疑者・被告人側の証拠保全
	Ⅵ　被疑者の防禦活動
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）弁護人の選任
	（ 3 ）接見交通権と接見指定
	（ 4 ）起訴後の余罪捜査と接見指定
	（ 5 ）身柄拘束されていない被疑者との面会
	Ⅶ　捜査の終結
	（ 1 ）捜査の終結権限
	（ 2 ）捜査終結処分
	第 3 章　公　　訴
	Ⅰ　公訴総説
	（ 1 ）総説──検察官の事件処理
	（ 2 ）国家訴追主義と起訴独占主義
	（ 3 ）起訴便宜主義
	（ 4 ）協議・合意制度──日本版司法取引
	Ⅱ　公訴の提起
	（ 1 ）公訴提起の方式
	（ 2 ）起訴状の記載事項
	（ 3 ）起訴状一本主義
	Ⅲ　審判の対象
	（ 1 ）概　　説
	（ 2 ）審判対象論
	（ 3 ）訴因変更制度
	Ⅳ　訴訟条件
	（ 1 ）訴訟条件概説──意義と種類
	（ 2 ）公訴時効
	第 4 章　公　　判
	Ⅰ　公判のための準備活動
	（ 1 ）第1 回公判期日前の準備
	（ 2 ）公判前整理手続
	（ 3 ）期日間整理手続
	Ⅱ　公判の諸原則：直接主義・口頭主義、公開主義、迅速な裁判、公平な裁判所
	（ 1 ）直接主義・口頭主義
	（ 2 ）公開主義
	（ 3 ）迅速な裁判
	（ 4 ）公平な裁判所
	Ⅲ　公判期日の手続
	（ 1 ）公判廷の構成
	（ 2 ）単独事件と合議事件
	（ 3 ）訴訟指揮権と法廷警察権
	（ 4 ）公判手続の流れ
	（ 5 ）弁論の分離・併合
	（ 6 ）公判手続の停止・更新
	（ 7 ）判決の宣告
	Ⅳ　刑事手続と被害者
	（ 1 ）刑事手続における被害者等への配慮
	（ 2 ）被害者参加制度
	Ⅴ　裁判員制度
	（ 1 ）導入の背景と趣旨、諸外国の市民参加型刑事裁判との比較
	（ 2 ）裁判員制度の基本構造
	（ 3 ）裁判員の選任
	（ 4 ）裁判員裁判と公判手続
	（ 5 ）裁判員の義務とその負担への配慮
	（ 6 ）裁判員裁判と区分審理、部分判決制度
	Ⅵ　簡易な手続
	（ 1 ）略式手続
	（ 2 ）簡易公判手続
	（ 3 ）即決裁判手続
	第 5 章　証　　拠
	Ⅰ　証拠の基本原則
	（ 1 ）証拠裁判主義
	（ 2 ）証拠の意義と種類
	（ 3 ）証拠能力と証明力
	（ 4 ）証拠の関連性
	（ 5 ）厳格な証明と自由な証明
	（ 6 ）証明の程度
	（ 7 ）自由心証主義
	（ 8 ）挙証責任と推定
	Ⅱ　証拠調べ手続
	（ 1 ）証拠調べ手続の概要
	（ 2 ）証人尋問
	（ 3 ）証人適格と証言拒絶権
	Ⅲ　非供述証拠：科学的証拠を中心に
	（ 1 ）非供述証拠と科学的証拠の関連性
	（ 2 ）科学的証拠の証拠能力
	（ 3 ）科学的証拠の証明力
	Ⅳ　違法収集証拠の排除法則
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）違法収集証拠の排除法則の根拠
	（ 3 ）排除法則の判断基準
	（ 4 ）派生的証拠の証拠能力
	Ⅴ　自己負罪拒否特権
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）黙秘権
	（ 3 ）証言拒絶権
	Ⅵ　自　　白
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）自白の証拠能力
	（ 3 ）自白と違法収集証拠の排除法則
	（ 4 ）自白の証明力
	Ⅶ　伝聞法則
	（ 1 ）総　　説
	（ 2 ）伝聞法則の根拠
	（ 3 ）伝聞法則の不適用
	（ 4 ）伝聞法則の例外
	第 6 章　裁　　判
	Ⅰ　裁判の意義
	（ 1 ）終局裁判と非終局裁判
	（ 2 ）実体裁判と形式裁判
	（ 3 ）判決・決定・命令
	Ⅱ　裁判の成立
	（ 1 ）裁判所の構成と意思決定
	（ 2 ）裁判書の作成
	（ 3 ）裁判の告知
	Ⅲ　裁判の内容
	（ 1 ）有罪判決
	（ 2 ）無罪判決
	Ⅳ　裁判の効力
	（ 1 ）形式的確定力
	（ 2 ）内容的確定力
	（ 3 ）一事不再理効
	第 7 章　救済手続
	Ⅰ　上　　訴
	（ 1 ）上訴制度
	（ 2 ）控　　訴
	（ 3 ）上　　告
	（ 4 ）抗　　告
	Ⅱ　非常救済制度
	（ 1 ）再審、非常上告の意義
	（ 2 ）再　　審
	（ 3 ）非常上告
	第 8 章　裁判の執行
	Ⅰ　裁判の執行の意義
	Ⅱ　刑の執行
	（ 1 ）刑の執行の順序
	（ 2 ）死刑の執行
	（ 3 ）自由刑の執行
	（ 4 ）財産刑の執行
	（ 5 ）その他
	文献案内
	事項索引
	判例索引
	【執筆者紹介】



